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○平戸市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則 

平成26年12月22日 

規則第38号 

改正 令和４年３月25日規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）に基づく

放課後児童健全育成事業に関し、法及び平戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成26年平戸市条例第28号。以下「条例」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の届出） 

第２条 法第34条の８第２項の規定による放課後児童健全成事業を行おうとする者（以下

「事業者」という。）は、放課後児童健全育成事業届（様式第１号）により市長に届け

出なければならない。 

（変更等の届出） 

第３条 事業者は、前条の届出書の記載事項に変更があったときは、速やかに、放課後児

童健全育成事業変更届（様式第２号）により市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、放課

後児童健全育成事業廃止（休止・再開）届（様式第３号）により市長に届け出なければ

ならない。 

３ 前項の規定による休止の届出を行った事業者は、放課後児童健全育成事業を再開した

ときは、当該事業に従事する支援員の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速

やかに、放課後児童健全育成事業廃止（休止・再開）届により市長に届け出なければな

らない。 

（一部改正〔令和４年規則10号〕） 

（運営基準の遵守） 

第４条 事業者は、条例で定める基準を遵守しなければならない。 

（調査） 

第５条 市長は、必要に応じて事業者に対して事業に関する事項の報告を求め、関係設備、

帳簿等の検査を行い、当該基準の維持について確認することができる。 

（改善指導） 

第６条 市長は、前条の調査の結果、当該基準に適合しないと認められるときは、その事

業者に対して、当該基準に適合するために必要な措置をとるよう指導するものとする。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、条例の施行日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に放課後児童健全育成事業を行っている者は、この規則の第

３条により届け出たものとみなす。 
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附 則（令和４年３月25日規則第10号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

（一部改正〔令和４年規則10号〕） 

様式第３号（第３条関係） 

（一部改正〔令和４年規則10号〕） 

 


